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はじめに

　筆者が性暴力被害者に遭遇した平成７年当時の強姦の
時効はわずか６ヶ月で、これに象徴されるように、性被
害に遭った女性を守る法律は脆弱で、世間の目も冷たい
ものであった。しかし、この20年間で、性暴力被害者を
取り巻く社会状況は明らかに好転している。性暴力被害
者への公的な支援体制や法整備は、警察庁、法務省、内
閣府、地方自治体によって着々と進められている。本稿
では、性暴力被害者のサポートの最近の動向について解
説したい。
　なお、この領域の参考書籍としては、角田由紀子弁護
士の著書「性と法律　変わったこと、変えたいこと」（岩
波新書 2013年12月刊）１）を推奨する。

Ⅰ．相談機関・団体

１）被害者支援センターの概要
　平成12年頃から、警察庁は全国に被害者支援のための
民間団体「被害者支援センター」を設立していった。犯
罪直後で、しかも事件性が高い場合には、各都道府県に
設立されている被害者支援センターへ相談されることを
勧める。ここは警察の外郭団体であり、警察本部と密接
に連携して被害者支援活動を展開している。現在全国に
48団体あり、全国被害者支援ネットワーク２）を構成して
いる。警察本部には犯罪被害者対策室（現在は犯罪被害
者支援室）が設置され連携して犯罪被害者支援活動を進
めている。
　警察が、民間団体を必要とした理由は、被害者から相
談を受けた場合、警察は捜査を開始し、犯罪であると認
定できれば逮捕へと動いていく。しかし、犯罪性がなけ
れば、もしくは、事件化を相談者が望まなければ、警察
が対応していくことはできない。すでに時効となってい
る場合もある。事件化されたとしても、検察庁へ送り裁
判が終わってしまうと、その被害者の支援を続けていく

ことはできないなどの理由からである。

設立の経緯
　昭和49年８月の三菱重工ビル爆破事件で犯罪被害給付
制度の必要性が論議された。昭和55年５月に犯罪被害者
等給付金支給法成立。平成７年３月には地下鉄サリン事
件発生し、被害者が受ける精神的苦痛の深刻さが広く認
識されるようになった。
　警察庁は平成８（1996）年２月の「被害者対策要綱」３）

によって犯罪被害者対策の取り組みを強化し、同年の５
月に警察庁内に犯罪被害者対策室を設置した。この要綱
の中で、被害者の精神的被害の回復への支援を掲げ、被
害者の支援を目的とする民間ボランティア団体等との連
携、協力関係の確保と、重点的な施策の推進として、女
性の性犯罪被害者並びに殺人及び傷害致死に係る遺族の
抱える問題への対応に重点を置くとした。
　平成13（2001）年４月に「犯罪被害者等給付金の支給
に関する法律」の施行（警察による被害者援助措置、及
び都道府県公安委員会による民間支援団体の指定）と、

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法
律」（DV防止法）の２つの法律が時を同じくして施行さ
れた。「犯罪被害者支援」と「DV被害者支援」に関連し
た二つの法律が施行されたことで、「被害者支援」とい
う活動が社会的に知られるようになっていった。

相談者の約40%は、DV・性暴力被害者
　全国被害者支援ネットワークのホームページの統計
データ２）をみると、平成25（2013）年１月から12月まで
の16,732件の犯罪被害相談のうち、（1）身体犯：殺人（傷
害致死）、強盗（致死傷）、暴行・傷害、その他の身体犯
が5,566件（33.2%）、（2）性犯罪（強姦・強制わいせつ、
その他の性被害）が5,542件（33.1%）、（3）交通事故（交
通死亡事故、交通事故）が2,459件（14.7%）、（4）財産的
被害967件（5.8%）、（5）DV、ストーカー、虐待が2,065
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件（12.3%）という内訳となっている。（2）の性犯罪と（5）
のDV・ストーカーを合計すると7,426件となり、全体の
44.4%を占めることになる。
　各地の支援センターでもほぼ同率であり、データを公
表している被害者サポートセンターおかやまでは、平成
26（2014）年度の性的被害・DV・ストーカーの相談は
105件あり、全体の39.9%（105/263件）を占めている４）。
支援センターに相談してくるDV・性暴力被害者は相談
件数の40%前後いることが明らかになった。

２） DV民間シェルターの概要
　被害者支援センターが固いイメージであるのに対して
民間シェルターはアットホーム的な雰囲気で活動してい
る。DV被害者の電話相談を中心として、必要となれば、
DV被害者とその子どもたちを緊急一時保護する。自立
して経済的に安定するまでの期間、生活できるステップ
ハウスをもっている団体もある。保護対象はDVに限ら
ず、DV防止法保護対象外被害者であるストーカー被害
者や、子どもや親からの暴力の被害者などにも対応して
いる。保護命令を取得するために警察、弁護士事務所、
裁判所などへの同行、精神的な被害を受けた状況では作
成が難しい行政への申請書類作成、就業支援、住居の世
話、子どもの転校手続き等などを手伝う活動も行ってい
る。被害者支援センターとは異なり、生活支援が中心的
な活動となっている５）。

設立の経緯
　民間シェルターは、女性への暴力に反対する女性活動
家の人たちを中心として設立されていった。直接的な
契機は、平成７（1995）年の第4回世界女性会議と、そ
れに並行して開催されたNGOフォーラム北京ʼ95である。
平成６（1994）年当時、全国に、わずか7団体であった
民間シェルターは、平成19（2007）年には105団体に急
速に増加した５）。現在、日本全国には約100団体の民間
シェルターが存在しており、そのうちの68団体が特定非
営利活動法人全国シェルターネット６）に参加している。
　全国シェルターネットは、毎年、全国各地で全国シェ
ルターシンポジウムを開催しており、第17回は平成26

（2014）年11月に山口県宇部市で開催された。例年、超
党派の国会議員数名が参加して議員フォーラムを開催
し、内閣府、文部科学省、厚生労働省、外務省（ハーグ
条約担当官）の官僚も参加している。DV防止法の改正
に影響を与え、現在は性暴力禁止法の制定を目指すな
ど、女性への暴力を根絶するための政策提言を行ってい
る。

３）�性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援セ
ンター

　ワンストップ支援センターは、性犯罪や性暴力被害者
に対してカウンセリング・サポート・サービス、医療サー

ビス、警察・弁護士等への司法手続き仲介サービスを、
一か所で提供する施設である。医療サービスの中心とな
るのは産婦人科であり、被害直後であればDNA採取な
どの証拠収集も行う。このセンターは、被害者の心身の
負担を軽減することと、警察への届出の促進を行うこと
を目的としている５）,７）,８）。
　内閣府は、平成24年度版の犯罪被害者白書７）において

「性犯罪被害者のための総合的支援としてのワンストッ
プ支援センター」を全国各地に設置することを提唱し、
具体的な手引書「性犯罪・性暴力被害者のためのワンス
トップ支援センターの開設・運営の手引き」を作成し
た８）。
　産婦人科医が複数いる拠点病院をもつ「病院拠点型」
と「相談センター拠点型」、「相談センターを中心とした
連携型」の３つのタイプを提唱している。ワンストップ
支援センターを設立していこうという動きは、被害者支
援センター系列の団体、民間シェルター系列の団体のい
ずれにもある。
　平成24年には、「病院拠点型」は大阪の性暴力救援セ
ンター・大阪（SACHICO: Sexual Assault Crisis Heal-
ing Intervention Center Osaka）、愛知県のハートフル
ステーション・あいち、比較的設立しやすい「相談セン
ターを中心とした連携型」は被害者サポートセンターお
かやま（VSCO）４）の３か所であったが、３年後の平成
27年６月現在では、北海道、宮城、福島、東京２か所、
福井、和歌山、神戸、滋賀、島根、福岡、佐賀、熊本、
沖縄、三重、群馬などの合計18か所にワンストップ支援
センターが開設されている９）。現在設立を計画している
県もあり、今後、さらに増加していくと思われる。

Ⅱ．司法制度の動向

　強姦罪は親告罪であるために、被害者に起訴するか否
かの判断が委ねられている。強姦罪を親告罪にした理由
は、起訴によって事実が公になると被害者の名誉が害さ
れ、精神的苦痛等の不利益が増すからと解されている。
しかし、集団強姦罪や強姦致傷となると、凶悪性が著し
く強度であるために、訴追を被害者の利益によって左右
するのは適当ではないとされ親告罪から除外される。こ
の親告罪の問題に動きがみられている。

１）法務省「性犯罪の罰則に関する検討会」
　法務省は、法務大臣の指示により、平成26年10月から
平成27年度末まで、性犯罪に関する罰則の在り方を検討
する審議会10）を開催している。
　論点は、（1）性犯罪を非親告罪とすることについて。

（2）性犯罪に関する公訴時効の撤廃又は停止について。
（3）配偶者間における強姦罪の成立について。（4）強姦
罪の主体等の拡大。（5）性行類似行為に関する構成要件
の創設。（6）強姦罪等における暴行・脅迫要件の緩和。

（7）地位・関係性を利用した性的行為に関する規定の創

20

性暴力被害者のサポートの最近の動向

日本セーフティプロモーション学会誌　Vol.8　2015



設。（8）いわゆる性交同意年齢の引き上げ。（9）性犯罪
の法定刑の見直し。（10）刑法における性犯罪に関する
条文の位置についての10項目である。
　議事録を読むと、非親告罪とすることについては「多
数の御意見は非親告罪とすべきだという御意見であった
ように思います」（第８回議事録12頁、座長発言）11）と記
載されており、性犯罪が非親告罪に変更される可能性が
高くなっている。平成27年７月11日の新聞報道12）をみる
と、有識者会議の結果、親告罪撤廃について賛成多数と
して刑法改正が必要だとする報告書案が公表され、法相
はこの報告書を受けて、早ければ今秋の法制審議会に親
告罪撤廃などを諮問する見通しと報道されている。

２） DV被害者を法テラスの対象とする改正案
　日本司法支援センター（法テラス）は、平成18（2006）
年に設立された法務省所管の公的法律サービスを行う
機関で、資力の乏しい人に対する無料法律相談や弁護士
費用の立て替えを行っている。しかし、民事訴訟に限定
されていたため、刑事事件につながるDV・ストーカー
の被害者は、これまで法テラスの法律相談の対象外で
あったが、平成27年度通常国会に提出された改正案では
DV・ストーカーの被害者を法テラスの法律相談の対象
に加えるとし、会期中の成立を目指していると新聞報道
されている13）。

Ⅲ．社会変化に対応する警察活動

　DV防止法が施行された平成13（2001）年に警察は
DV・ストーカー対策班を設置し、それまでの民事不介
入の方針を変えDV事件に取り組みはじめた。ネットを
使った犯罪に対しては、サイバー犯罪対策班を設置する
など警察は社会変化に常に迅速に対応している。最近で
は、性犯罪が成人女性のみならず、子供に向けられるよ
うになったことから、子供・女性安全対策班、犯罪抑止
対策室を設置した。

１）子供・女性安全対策班の活動
　平成21（2009）年４月、子どもと女性に対する性犯罪
被害などの防止の目的で、全国の警察本部に「子ども・
女性安全対策班」（平成26年４月から子供・女性安全対
策班に名称変更）が設置された。性犯罪の前兆となる

「声かけ」、「つきまとい」などの事案について、先制・
予防的な活動を開始した14）。山口県（人口150万人）では、
平成26（2014）年１月～９月末の刑法犯認知件数は6,623
件であり、その中で性犯罪の前兆事案である「声かけ」
や「つきまとい」事案は、子供対象事案347件、女性対
象事案97件であった。こうした事案の対応について、山
口県警察は行政機関や関係団体、ボランティアなど、地
域総ぐるみで犯罪被害防止対策に取り組んでいる15）。

２）女性警察官の増員
　平成23（2011）年２月、警察庁は、女性警察官の採用・
登用の拡大に向けた計画の策定を各都道府県県警に求め
た。その理由の一つに、女性が被害者となる性犯罪や配
偶者による暴力などの捜査や被害者支援をあげ、滋賀県
警は女性警察官を１割まで増員する方針を示した16）。ま
た、警察官の採用時の身体基準を撤廃した県警は全国に
６県警あり、基準撤廃の理由の一つに、ストーカーや性
犯罪の被害者支援充実のための要員の確保をあげてい
る17）。

３）110番緊急通報登録システムの改良
　被害者の保護のための警察システムにも改良が行われ
ている。被害者の自宅住所や電話番号を110番通信指令
室に登録し、警察官が直ちに駆けつけることができるシ
ステムは、これまでもあった。また、被害者の自宅をパ
トカーの巡回コースに登録することも行われてきた。携
帯電話の普及に伴い、平成19（2007）年４月からは、携
帯電話から110番通報した際に、携帯電話の位置情報が
110番通信指令室にわかるようになっており、被害者の
いる場所に駆けつけることができるようにシステムが改
良された18）。

４）警察学校での被害者支援教育
　警察学校は、被害者支援センターが主催する被害者遺
族の講演会などに学生を積極的に聴講させている。ま
た、犯罪被害者対策専科教養の科目を設け、その中で、
被害者遺族による講演や、被害者支援の活動をしている
人の講演を学生に聴講させ、被害者の心情を理解させる
教育を行っている。

Ⅳ．産婦人科医療の現場

　かつて、性暴力被害者の医療は、トラウマ、PTSDが
治療対象となり、精神科医を中心とするものであった
が、近年では被害直後の対応が求められ、産婦人科医の
重要性が増している。産婦人科医を受診してくる強姦被
害者は、警察からの紹介による場合と、警察を介せず直
接受診する場合があり、警察に通報していないケースの
方が多いという。警察への通報をためらう理由に、ほと
んどの被害者が、「早く忘れたい」、「レイプの詳しい説
明を何度もするのは嫌だ」、仮に訴えたとしても、犯人
が捕まったところで、証拠不十分と釈放され、逆に彼ら
からネットなどで罵詈雑言を並べ立てられ、さらなる心
の傷を背負うこと、いまだに、性被害は「される方にも
問題がある」という意識が潜在しているように思えると
産婦人科医は報告している19）。
　産婦人科医が説得して警察に通報したとしても起訴さ
れないことがあるという。逮捕されて起訴されない場
合が、どのくらいあるかについて、非親告罪の集団強姦
罪と集団強姦致傷のデータがある。集団強姦罪は、平成
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25年は送致件数118件、そのうち不起訴74件で不起訴率
62.7%、不起訴理由は嫌疑不十分65件、起訴猶予7件、一
方、集団強姦致傷は送致件数22件、そのうち不起訴10件
で不起訴率45.5%、不起訴理由は嫌疑不十分５件、起訴
猶予５件で、いずれも不起訴率は高い20）。この結果をみ
ると、性犯罪の不起訴率は高く、逮捕されたとしても被
害者は安心できない状況があるようだ。

望まれない妊娠と出産を予防する性教育の必要性
　若年結婚や、「でき婚」はDV被害や家庭崩壊を誘起す
る。角田１）は、若年結婚について、相手のことをよく知
らずに結婚し、関係をきちんとつくりあげていないのだ
から、赤ん坊の存在は二人の関係のかすがいになるので
はなく “障害物” になり、暴力がふるわれたりする。そ
こで事態は婚姻関係の実態が築きあげられる前に破綻へ
と向かう。さらに、「でき婚」の悲劇を、できた子ども
を法律婚の中で生まなければ婚外子となってしまい、婚
外子として生まれた子どもと産んだ女性を正当な存在で
ないかのように扱う差別が日本社会にあることが、「で
き婚」の娘の親が結婚をさせる背景にあると指摘してい
る。「でき婚」も若年結婚と同様の構図があり、婚姻生
活は破綻しやすい。こうした妊娠に伴う不幸を回避して
いくために、前述の産婦人科医は「望まれない妊娠と出
産を予防する」性教育の必要性を提唱している19）。

Ⅴ．被害者に必要な弁護士

　被害者支援センター設立当初は、臨床心理士の人たち
が中心的指導的な立場で関わっていた。しかし、最近は
弁護士の参加が増えて、理事長に弁護士が就任する団体
が多い。被害者の心のケアから、現実的な損害賠償訴訟
などの実務的な対応が求められてきたのではないかと思
われる。
　性犯罪被害者の付添活動をしている女性弁護士は、精
神的被害を受けた直後の過酷な時期に、加害者との対
峙が避けられぬ刑事訴訟において、被害者は自らのスタ
ンスや方針を決定する必要に迫られ、捜査機関・報道機
関・医療機関・法曹等から受ける二次被害は今もなお発
生しており、ここに被害者の法的な自己決定を支援し、
被害者の意見を手続きに反映させるべく、法律専門家た
る弁護士による付添人活動の必要性があると指摘してい
る21）。

Ⅵ．情報公開の必要性

　境原22）は、強姦事件の判例を検証し「今後、性犯罪被
害者の発生を減少させるためには、個人の人権を侵害し
ない範囲で情報を公開することにより、犯行形態を社会
に周知させることが必要である。そうすることで、性犯
罪に対する個人の被害回避能力を向上させ、また犯罪を
おこしにくい環境整備など地域の対策を推進していくこ
とが可能となる」と述べている。

　地方自治体の男女共同参画センターや、DV・性暴力
被害者の支援団体、社会的包摂サポートセンターなどに
は膨大な量の相談事例のデータがある。そうしたデータ
がやがて公表された時に、一般の人たちが思い浮かべる
イメージと異なる事実が明らかになると思う。境原の指
摘するように被害回避のためにはDV・性犯罪について
の情報公開が求められる。

おわりに

　性暴力被害の実態を明らかにすることは難しい。科学
的な検証による問題点の把握、対応策の効果判定、再検
証といったセーフティプロモーションのシステムにのせ
るためには、まず、関係機関・団体に蓄積された情報に
ついては、被害者への配慮の後に、情報公開されること
が強く望まれる。
　法律やシステムは急速に改善されている。しかし、不
幸にして被害に遭った人たちに対して、どのようにサ
ポートしていけばいいのか。この分野の研究は少なく、
今後、取り組んでいくべき重要な課題である。
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